
○大子町保健・健康備品の貸出しに関する要綱 

令和６年３月１９日 

告示第２８号 

（趣旨） 

第1条 この要綱は、安全・安心なまちづくりに資するため、町が所有する保健・健康備品

（以下「備品」という。）を町内の団体に貸し出すことに関し必要な事項を定めるもの

とする。 

（備品の種類） 

第2条 貸し出すことができる備品の種類は、次に掲げるものとする。 

(1) 自動体外式除細動器（AED） 

(2) スポットビジョンスクリーナー（SVS） 

(3) 前２号に掲げるもののほか、町長が認めるもの 

（対象者） 

第3条 備品の貸出しを受けることができる者は、次に掲げる団体とする。 

(1) 町議会又は町の執行機関 

(2) 官公署 

(3) 公共的団体 

(4) 学校教育法（昭和２２年法律第２６号）第１条に規定する学校及び児童福祉法（昭

和２２年法律第１６４号）第３９条に規定する保育所 

(5) 社会教育法（昭和２４年法律第２０７号）第１０条に規定する社会教育関係団体 

(6) 社会福祉法（昭和２６年法律第４５号）第２条第２項及び第３項に規定する社会福

祉事業を行う団体 

(7) 前各号に掲げるもののほか、町長が適当と認める者 

（対象となる活動） 

第4条 備品の貸出しを受けることができる活動は、次に掲げるものする。 

(1) 公益性が認められる事業であること。 

(2) 営利目的の事業ではないこと。 

（貸出しの期間） 

第5条 備品の貸出しを受けることができる期間は、原則として２週間以内とする。ただし、

町長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。 



（貸出しの申請） 

第6条 備品の貸出しを受けようとする者（以下「申請者」という。）は、保健・健康備品

貸出申請書兼誓約書（様式第１号）を町長に提出しなければならない。 

（貸出しの許可） 

第7条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認める

ときは、保健・健康備品貸出許可書（様式第２号）を申請者に交付するものとする。 

2 町長は、前項に規定する許可に、条件を付することができる。 

（目的外使用の禁止等） 

第8条 前条の規定により備品の貸出しの許可を受けた者（以下「使用者」という。）は、

備品を当該許可を受けた目的以外に使用し、又はその使用の権利を他人に譲渡し、若し

くは転貸してはならない。 

（許可の取消し） 

第9条 町長は、備品の貸出しが次のいずれかに該当するときは、その許可を取り消すこと

ができる。 

(1) 使用者が第４条又は前条の規定に反すると認められるとき。 

(2) 公務に支障が生じたとき。 

（貸出料） 

第10条 備品の貸出料は、無料とする。 

（損害賠償義務） 

第11条 使用者は、故意又は過失により備品を損傷したときは、それによって生じた損害

を町に賠償しなければならない。ただし、町長が特別の事情があると認めるときは、こ

の限りでない。 

（補則） 

第12条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に

定める。 

附 則 

この告示は、令和６年４月１日から施行する。 



 



 



様式第1号（第６条関係） 

様式第2号（第７条関係） 

 


